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出品票・純正装備品の「カワ」表示について 

■合皮シートの今後の扱い 

 
≪「カワ」と認める車種例≫ 

・50 系プリウス等の合成皮革シート   ・メルセデスベンツ等のアルティコレザーシート 
 ・30 系マイナーチェンジ後（H30 年 1 月～）のアルファード・ヴェルファイア等の合成皮革 

シート 
 
 

≪認められない車種例≫     
・エクストレイル等の防水・撥水シート   
・エクセーヌ・アルカンターラ等の起毛タイプのシート 

 
 

出品票のシフト欄記入について 
現在、出品票のシフト欄記入については、ＦＡＴ・ＣＡＴ・ＩＡＴ等シフトレバーの位置を記入して 

頂いておりますが、ＡＴのみの記入でも可能と致します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※クラッチペダルレス・２ペダルＭＴ（スムーサー等）は申告欄への記入が必要。 
  ※シーケンシャルシフトに関しては、今まで通りＳＱ等の記入をお願い致します。 
 

現在の記入方法 

ＡＴの場合  FAT・CAT・IAT 等 

ＭＴの場合  F5・F6 等 

 

 

 

追加される記入方法 

ＡＴの場合  ＡＴ 

ＭＴの場合  ５速・６速等 

       ５ＭＴ・６ＭＴ等 

純正シートに限り、合成皮革シートについてはセールスポイントへの記載に関して、 

「皮・革・レザー」などの記載を認めることと致します。 
ただし、エクセーヌ・アルカンターラ等の起毛タイプや防水・撥水シートは除きます。 
又、ハーフレザーシート・コンビシートについては注意事項申告欄への記入を必要と

致します。 


